
國學院大學学術情報リポジトリ

近世後期の乳人奉公人請状・里預証文にみる吉田家
子女の養育慣行

言語: Japanese

出版者: 

公開日: 2025-03-15

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 髙見澤, 美紀

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.57529/0002001474URL



143 國學院大學 校史 ･ 学術資産研究　第 17 号　令和 7 年 3 月

　
　
近
世
後
期
の
乳
人
奉
公
人
請
状
・

　
　
　
里
預
証
文
に
み
る
吉
田
家
子
女
の
養
育
慣
行

髙
見
澤　

美　

紀　
　

　
　
は
じ
め
に

　

國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
貴
重
書
〈
貴
２
１
５
７
〉「
吉
田
神
道
関
係
近
世
文
書（

（
（

」
は
、
京
都
吉
田
家
に
伝
来
し
た
史
料
の
う
ち
、
近
世

期
の
も
の
を
中
心
と
し
た（

（
（

史
料
群
で
あ
る
（
以
下
、
本
史
料
群
）。
本
史
料
群
は
吉
田
家
の
神
道
家
と
し
て
の
、
い
わ
ば
業
務
上
の
文
書（

（
（

�

と
と
も
に
、
小
番
な
ど
朝
廷
へ
の
勤
仕
と
い
っ
た
公
卿
と
し
て
の
文
書
や
、
家
政
向
・
家
内
に
関
す
る
文
書（

（
（

が
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、�

従
来
の
神
道
研
究
に
立
脚
し
た
吉
田
家
と
は
異
な
る
側
面
を
明
ら
め
る
も
の
と
い
え
る
。

　

本
稿
は
こ
の
史
料
群
に
含
ま
れ
る
乳
人
奉
公
人
請
状
と
里
預
証
文
か
ら
、
吉
田
家
に
お
け
る
出
生
子
女
と
そ
の
養
育
慣
行
に
つ
い
て
検

討
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
史
料
群
は
未
だ
す
べ
て
の
史
料
整
理
が
終
わ
っ
て
お
ら
ず（

（
（

、
現
時
点
で
残
存
が
確
認
で
き
る
請
状
・
証

文（
（
（

は
、
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
か
ら
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
に
か
け
て
出
さ
れ
た
二
十
二
点
で
あ
る
た
め
、
検
討
対
象
時
期
を
近
世

後
期
と
し
た
。
当
該
期
の
吉
田
家
が
「
イ
エ
」
存
続
の
た
め
に
ど
の
よ
う
に
養
育
を
行
っ
て
い
た
の
か
、
そ
の
様
相
を
お
っ
て
み
た
い
。
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一
、
近
世
後
期
吉
田
家
に
お
け
る
出
生
子

　
（
1
）
吉
田
家
系
図
に
よ
る
子
女

　

ま
ず
は
請
状
・
里
預
証
文
が
作
成
さ
れ
た
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
か
ら
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
を
含
む
当
該
期
の
当
主
お
よ
び

系
図
で
把
握
で
き
る
子
女
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い（

（
（

。
当
主
は
良
長
、
そ
の
子
良
熈
（
良
芳
）、
良
熈
の
子
良
義
の
3
人
と
な
る
。�

以
下
に
当
主
を
（
ⅰ
）、（
ⅱ
）、（
ⅲ
）
と
し
、
各
当
主
の
子
を
ア
、
イ
、
ウ
…
で
通
番
に
て
示
す
。
な
お
、
吉
田
家
出
生
子
を
対
象
と
す
る�

た
め
、
養
子
女
は
含
ま
な
い
。

　
（
ⅰ
）
吉
田
良
長

　

吉
田
兼
業
の
子
と
し
て
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
九
月
十
日
出
生
。
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
六
月
十
日
神
祇
権
大
副
に
任
ぜ
ら
れ
る
。

同
月
十
二
日
に
父
兼
業
が
没
し
、
八
月
三
日
に
除
服
、
出
仕
に
復
す
。
文
政
八
年
正
月
二
十
五
日
に
正
三
位
に
叙
せ
ら
る
。
天
保
十
一
年

（
一
八
四
〇
）
十
一
月
二
十
六
日
卒
す
。
室
は
但
馬
国
出
石
藩
主
仙
石
久
道
三
女
觽
子
。

　

ア　

敏
丸　

文
化
七
年
五
月
十
一
日
出
生
。
母
は
仙
石
久
道
女
。
次
の
吉
田
家
当
主
と
な
る
（
詳
細
は
ⅱ
）。

　

イ　

堅
姫　

文
政
元
年
十
月
十
日
出
生（

（
（

。
母
は
仙
石
久
道
女
。

　

ウ　

磐
丸　

文
政
五
年
十
二
月
七
日
出
生
。
母
は
仙
石
久
道
女
。
実
名
は
良
臣
。
同
八
年
三
月
二
十
六
日
死
去
（
四
歳
）。

　

エ　

憙
姫　

文
政
七
年
九
月
五
日
出
生
。
母
は
仙
石
久
道
女
。
同
九
年
四
月
五
日
死
去
。

　

オ　

女
子　

文
政
九
年
十
二
月
十
日
出
生
。
母
は
仙
石
久
道
女
。
同
月
十
九
日
死
去
。

　

カ　

錞
姫　

文
政
十
一
年
六
月
十
日
出
生
。
母
は
家
女
房
。
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キ　

蕃
丸　

文
政
十
三
年
五
月
十
一
日
出
生（

（
（

。
母
は
家
女
房
。
七
條
信
元
の
継
嗣
と
な
り
、
は
じ
め
信
睦
、
の
ち
信
祖
と
改
名
。

　
（
ⅱ
）
良
熈
（
ア
）

　

良
長
の
子
と
し
て
文
化
七
年
五
月
十
一
日
出
生
。
幼
名
は
敏
丸
、
実
名
は
当
初
良
芳
。
文
政
四
年
正
月
四
日
、
十
二
歳
で
従
五
位
下
に

叙
せ
ら
れ
る
。
以
降
、
文
政
八
年
二
月
に
従
五
位
上
、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
正
三
位
と
な
る
。
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
四
月
二
日

卒
（
五
十
九
歳
）。
室
は
伊
勢
国
亀
山
藩
主
石
川
総
安
女
。

　

ク　

茂
子　

天
保
三
年
四
月
出
生
。
従
二
位
卜
部
（
萩
原
）
員
光
室
と
な
る
。
元
治
元
年
七
月
二
十
四
日
没
。

　

ケ　

良
義　

天
保
八
年
三
月
十
日
出
生
。
母
は
石
川
総
安
女
。
次
の
吉
田
家
当
主
と
な
る
（
詳
細
は
ⅲ
）。

　

コ　

錦
姫　

出
生
年
不
明
。
従
五
位
松
平
（
広
瀬
）
直
巳
の
継
々
室
と
な
る
。

　
（
ⅲ
）
良
義
（
ケ
）

　

良
熈
の
子
と
し
て
天
保
八
年
三
月
十
日
出
生
。
嘉
永
二
年
に
十
三
歳
に
て
叙
爵
、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
侍
従
に
任
ぜ
ら
れ
、
明
治
二

年（
一
八
六
九
）正
三
位
に
叙
せ
ら
る
。
明
治
二
十
三
年
三
月
四
日
没
。
室
は
越
後
国
村
松
藩
主
堀
直
央
女
直
。
継
室
は
岩
倉
具
視
三
女
静
子
。

　

サ　

鈺
子　

文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
二
月
二
十
三
日
出
生
。
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
十
一
月
没
。

　

シ　

瀧
子　

元
治
元
年
三
月
二
十
八
日
出
生
。
明
治
三
十
八
年
三
月
十
八
日
没
。

　

ス　

良
正　

明
治
十
九
年
一
月
十
六
日
出
生
。
明
治
二
十
三
年
三
月
二
十
七
日
家
督
。
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
七
月
二
十
九
日
没
。

　

セ　

良
貞　

明
治
二
十
一
年
七
月
三
十
日
出
生
。
清
閑
寺
経
房
の
養
子
と
な
る
。
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系
図
の
作
成
年
や
早
世
子
の
記
載
の
有
無
、
改
名
等
に
よ
り
脱
漏
等
が
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
以
上
十
四
人
が
吉
田
家
系

図
に
み
え
る
当
該
期
の
子
女
で
あ
る
。

　
（
2
）
乳
人
奉
公
人
請
状
・
里
預
証
文
に
み
え
る
出
生
子

　

本
稿
で
検
討
す
る
乳
人
奉
公
人
請
状
・
里
預
証
文
で
は
、
当
該
期
に
お
い
て
の
べ
二
十
二
人
の
出
生
子
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら�

請
状
・
証
文
の
書
式
や
内
容
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、「
御
殿
様
へ
御
乳
人
御
奉
公
」
と
さ
れ
る
吉
田
家
内
で
の
乳
人
奉
公
人
請
状
で
は�

の
べ
九
人
、
年
季
を
決
め
て
他
家
で
の
養
育
を
依
頼
す
る
里
預
証
文
で
は
の
べ
十
三
人
、
と
い
う
内
訳
と
な
っ
て
い
る
。

　

で
は
、
こ
れ
ら
は
ど
の
子
女
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
系
図
に
み
え
る
子
女
十
四
人
（
ア
～
セ
）
に
請
状
・
証
文
の
二
十
二

人
分
を
対
照
さ
せ
た
表
１
か
ら
み
て
お
こ
う
。

　

請
状
・
証
文
の
本
文
に
は
出
生
子
名
の
記
載
は
な
い
が
、
包
紙
な
ど
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
人
物
比
定
が
可
能
で
あ
る
。
こ

こ
か
ら
③
ウ
磐
丸
・
⑦
カ
錞
姫
・
㉑
コ
錦
姫
に
は
乳
人
奉
公
人
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
㉑
コ
錦
姫
に
は
「
い
そ
」
と
「
つ
ね
」

と
い
う
二
人
の
乳
人
奉
公
人
が
い
た
こ
と
が
知
れ
る
。
ま
た
㉕
サ
鈺
子
・
㉖
シ
瀧
子
は
里
預（

（1
（

と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
⑨

の
里
預
証
文
に
は
性
別
・
出
生
年
の
記
載
が
あ
り
、
⑧
キ
蕃
丸
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
が
明
確
で
な
い
た
め
別
と
し
た
。
⑤
は
エ
憙
姫

の
可
能
性
が
あ
る
も
の
の
、
こ
ち
ら
は
乳
人
奉
公
人
請
状
で
性
別
・
出
生
年
の
記
載
が
な
い
た
め
お
な
じ
く
別
と
し
た
。

　

一
方
で
、
名
前
が
明
記
さ
れ
な
が
ら
ア
～
セ
の
十
四
人
に
対
応
し
な
い
出
生
子
が
多
く
い
る
事
も
み
て
と
れ
る
。（
ⅱ
）
良
熈
の
子
ク

茂
子
か
ら
（
ⅲ
）
良
義
の
子
サ
鈺
子
の
間
に
は
、
系
図
類
で
は
ケ
良
義
・
コ
錦
姫
の
二
人
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
表
1
で
は
こ
の
二
人

を
含
め
て
十
四
人
の
出
生
子
（
⑪
～
㉔
）
が
あ
る
。
不
明
分
⑰
を
除
い
て
も（

（（
（

こ
の
期
間
に
系
図
外
に
十
一
人
が
出
生
し
て
い
た
こ
と
は
間

違
い
な
か
ろ
う
。
当
該
期
に
お
い
て
は
系
図
内
外
で
不
明
分
を
含
め
二
十
八
人
の
出
生
子
を
確
認
し
た
。
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表 1　当該期の吉田家出生子一覧

番号 記号 名前 性別 出生年月日 生母 種別 乳人・乳持名
① ア 敏丸 男子 文化 7年 5月 11 日 仙石久道女
② イ 堅姫 女子 文政元年 10 月 10 日 仙石久道女
③ ウ 磐丸 男子 文政 5年 12 月 7 日 仙石久道女 乳人 やす
④ エ 憙姫 女子 文政 7年 9月 5日 仙石久道女
⑤ （不明）（不明）（文政 7年） 乳人 かよ
⑥ オ （不明） 女子 文政 9年 12 月 10 日 仙石久道女
⑦ カ 錞姫 女子 文政 11 年 6 月 10 日 家女房 乳人 かる
⑧ キ 蕃丸 男子 文政 13 年 5 月 11 日 家女房
⑨ （不明） 男子 文政 13 年 里預 （不明）・（不明）
⑩ ク 茂子 女子 天保 3年 4月
⑪ 郁姫 女子 天保 3年 里預 いさ
⑫ 理丸 男子 天保 5年 里預 こと
⑬ （不明） 女子 天保 7年 里預 きく
⑭ ケ 良義 男子 天保 8年 3月 10 日 石川総安女
⑮ （不明） 男子 天保 9年 里預 なへ
⑯ 綾姫 女子 天保 11 年 里預 かめ
⑰ （不明）（不明）（天保 15 年） 乳人 りゑ
⑱ 脩丸 男子 （弘化 3年） 乳人 さく
⑲ 珎丸 男子 （嘉永 2年） 乳人 はる
⑳ 鑈丸 男子 （嘉永 3年） 乳人 ひさ
㉑ コ 錦姫 女子 （嘉永 6年） 乳人 いそ・つね
㉒ 詮丸 男子 安政 5年 6月 里預 やす
㉓ 泰姫 女子 万延元年 10 月 里預 かず
㉔ 章姫 女子 文久 2年 5月 里預 いつ・ちゑ
㉕ サ 鈺子 女子 文久 3年 2月 2日 里預 よし
㉖ シ 瀧子 女子 元治元年 3月 28 日 里預 すて
㉗ ス 良正 男子 明治 19 年 1 月 16 日
㉘ セ 良貞 男子 明治 21 年 7 月 30 日

※（出生年）は請状作成年。記号欄以外の空欄は不明を示す。
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二
、
乳
人
奉
公
の
請
状
と
奉
公
の
諸
相

　
（
1
）
乳
人
奉
公
人
請
状
の
書
式
と
内
容

　

乳
人
は
「
乳
母
」
な
ど
と
も
い
い
、
子
育
慣
行
と
し
て
一
般
的
に

よ
く
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
乳
人
は
誕
生
儀

礼
の
「
乳
付
」
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
乳
付
人
は
家
や
生
母
と

関
わ
り
が
深
く
、
生
涯
出
生
子
と
の
関
係
を
結
ぶ
者（

（1
（

を
い
う
が
、
こ

こ
で
は
日
常
的
に
授
乳
や
子
守
り
な
ど
子
の
養
育
を
補
助
す
る
女
性

の
こ
と
で
、
吉
田
家
で
は
年
季
奉
公
人
と
し
て
乳
人
を
雇
い
入
れ
て

い
た
。

　

当
該
期
の
吉
田
家
に
残
さ
れ
た
、
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
か
ら

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
ま
で
九
人
分
の
乳
人
奉
公
人
請
状
を
ま
と

め
た
も
の
が
表
2
で
あ
る
。（
ⅰ
）
良
長
の
子
③
ウ
磐
丸
に
つ
い
て

は
後
述
す
る
が
、
⑦
カ
錞
姫
の
出
生
日
が
文
政
十
一
年
六
月
十
日
で

あ
り
、
そ
の
乳
人
奉
公
人
「
か
る
」
の
請
状
が
翌
月
七
月
に
出
さ
れ

て
い
る
。
乳
人
と
し
て
の
勤
め
か
ら
考
え
て
も
出
生
直
後
に
乳
人
奉

公
人
が
付
け
ら
れ
る
と
み
て
よ
か
ろ
う（

（1
（

。
ま
た
そ
の
出
身
は
特
に
吉

田
家
領
か
ら
で
は
な
く
、
上
賀
茂
村
・
白
川
村
・
愛
宕
郡
各
村
な
ど�

表 2　乳人奉公人請状一覧

番号 記号 名前 性別 出生年月日 請状年月日 差出 続柄 奉公人 請人

③ ウ 磐丸 男子 文政 5年 12 月 7 日 文政 7年 9月 上賀茂地その　宿親　
百姓　源右衛門 娘 やす 上賀茂竹ヶ花　百姓　

甚五郎

⑤ （不明）（不明）（文政 7年） 文政 7年 9月 伏見新町八丁目　
宿親　山城屋まつ 娘 かよ 同丁　若狭屋冨治郎

⑦ カ 錞姫 女子 文政 11 年 6月 10 日 文政 11 年 7 月 白川村　百姓　七
郎左衛門 娘 かる 同　伝之丞

⑰ （不明）（不明）（天保 15 年） 天保 15 年 1 月 山城国愛宕郡二之
瀬村　七郎兵衛 妹 りゑ 同村　忠三郎

⑱ 脩丸 男子 （弘化 3年） 弘化 3年 4月 上賀茂村　山本道
若太夫 姉 さく 同村　伝右衛門

⑲ 珎丸 男子 （嘉永 2年） 嘉永 2年 7月 新椹木町二条下ル　�
花屋長兵衛母もと 娘 はる 小川丸太町上ル　

井筒屋権左衛門

⑳ 鑈丸 男子 （嘉永 3年） 嘉永 3年 1月 白川村　勘右衛門 娘 ひさ（21 歳） 同村　権兵衛

㉑ コ 錦姫 女子 （嘉永 6年） 嘉永 6年 5月 山城国愛宕郡大原来
迎院村　和田屋庄治 娘 いそ（23 歳） 御車町栄町　木屋

甚五郎

㉑ コ 錦姫 女子 （嘉永 6年） 嘉永 6年 10 月 山城国乙訓郡円明
寺村山寺　与助 娘 つね（28 歳） 同村　太左衛門
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か
ら
奉
公
に
上
が
っ
て
い
る
。
請
状
差
出
筆
頭
者
と
の
続
柄
は
娘
が
ほ
と
ん
ど
で
、
そ
の
ほ
か
姉
妹
が
い
る
の
み
で
あ
る
。
請
人
に
は
同

村
・
同
地
域
の
者
が
連
署
し
て
い
る
。
奉
公
人
の
年
齢
が
判
明
す
る
の
は
三
人
の
み
で
あ
る
が
二
十
代
と
な
っ
て
い
る
。

　

で
は
、
吉
田
家
の
乳
人
奉
公
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
ま
ず
は
そ
の
請
状
を
み
て
み
た
い
。

　
〈
史
料
１（

（1
（

〉

　
　
　
（
包
紙
上
書
）「
御
姫
様　

御
乳
人
請
状　
　
　

い
そ
」

　
　
　
　
　
　
　

一
札
之
事

　
　
　

一�

私
娘
い
そ
与
申
者
、
当
丑
五
月
ゟ
来
ル
巳
年
迄
五
ヶ
年
之
間　

御
殿
様
御
乳
人
御
奉
公
指
上
申
候
処
、
御
召
仕
被
下
候
段
、�

難
有
奉
存
候
、
然
ル
上
者
御
奉
公
大
切
ニ
相
勤
、
御
子
様
麁
畧
ニ
仕
間
敷
候
、

　
　
　

一
御
公
儀
様
御
法
度
之
儀
者
不
及
申
上
ル
ニ
、　

御
殿
様
御
家
法
之
通
相
守
ら
せ
可
申
候
、

　
　
　

一�

若
中
途
ニ
而
病
気
指
発
り
、
又
乳
不
足
仕
御
奉
公
難
相
勤
候
節
者
、
早
速
替
り
人
躰
相
究
指
上
可
申
、
其
節
御
給
銀
日
割
ヲ
以
急
度

勘
定
相
立
可
申
候
、

　
　
　

一�

宗
旨
者
代
々
天
台
宗
ニ
而
、
寺
請
状
此
方
ニ
取
置
申
候
、
何
卒
御
給
銀
之
内
今
度
銀
三
枚
先
借
被
成
下
候
様
奉
願
上
候
、
尤
御
給

銀
之
儀
者
初
メ
年
ハ
銀
六
枚
相
定
、
後
四
ヶ
年
ハ
銀
五
枚
、
為
御
仕
着
料
盆
暮
両
度
金
弐
百
疋
ツ
ヽ
被
下
候
段
難
有
奉
存
候
、

右
之
外
一
切
御
無
心
ヶ
間
敷
義
決
而
申
上
間
敷
候
、
為
後
日
仍
而
請
状
如
件
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�

城
州
愛
宕
郡　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

嘉
永
六
丑
年
五
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

大
原
来
迎
院
村　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

和
田
屋
庄
治
㊞　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

御
奉
公
人　
　

い
そ　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

廿
三
才

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

御
車
町
栄
町　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

請
人　

木
屋
甚
五
郎
㊞　

　
　
　
　
　
　
　
　

吉
田
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
役
人
中
様

　
〈
史
料
１
〉
は
（
ⅱ
）
良
熈
の
子
㉑
コ
錦
姫
の
乳
人
奉
公
人（

（1
（

と
な
っ
た
「
い
そ
」
の
請
状
で
あ
る
。
差
出
に
は
奉
公
人
い
そ
の
父
で
あ
る

山
城
国
愛
宕
郡
大
原
来
迎
院
村（

（1
（

の
和
田
屋
庄
治
と
、
請
人
で
あ
る
御
車
町
栄
町（
（1
（

の
木
屋
甚
五
郎
が
署
名
捺
印
を
し
て
い
る
。
い
そ
の
押
印

は
な
く
、「
廿
三
才
」
と
年
齢
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

請
状
本
文
は
四
条
構
成
で
、
ま
ず
第
一
条
に
和
田
屋
庄
治
が
娘
い
そ
を
「
御
殿
様
御
乳
人
御
奉
公
」
に
差
し
上
げ
る
旨
、
ま
た
そ
の
期

間
が
「
当
丑
五
月
ゟ
来
ル
巳
年
迄
」
の
五
ヶ
年
間
で
あ
る
こ
と
、
き
ち
ん
と
奉
公
さ
せ
、「
御
子
様
」
を
ぞ
ん
ざ
い
に
扱
わ
せ
な
い
こ
と
を

約
し
て
い
る
。
な
お
こ
こ
で
は
吉
田
家
の
子
女
の
性
別
を
問
わ
ず
「
御
子
様
」
表
記
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
出
生
年
月
な
ど
出
生
子
の
情
報�

記
載
は
な
い
。
第
二
条
で
は
幕
府
諸
法
度
お
よ
び
吉
田
家
の
家
法
の
遵
守
を
約
し
、
第
三
条
に
万
が
一
病
気
や
乳
不
足
に
よ
り
奉
公
勤
め

が
難
し
く
な
っ
た
場
合
、
代
替
人
を
出
す
こ
と
や
日
割
り
で
の
給
銀
清
算
と
い
っ
た
対
応
を
行
う
旨
が
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
第
四
条
に
は

宗
旨
・
檀
那
寺
名
等
の
明
記
と
寺
請
状
を
取
得
し
て
い
る
旨（

（1
（

が
記
載
さ
れ
る
。
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こ
こ
ま
で
の
記
述
は
他
家
で
の
奉
公
人
請
状
で
も
一
般
的
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
吉
田
家
の
乳
人
奉
公
人
請
状
の
場
合
、
続
け

て
「
先
借
」
と
し
て
給
銀
の
う
ち
半
年
分
に
あ
た
る
銀
三
枚
の
前
借
依
頼
を
行
っ
た
の
ち
に
給
銀
規
程
が
書
か
れ
て
い
る（

（1
（

。
こ
れ
に
よ
れ

ば
給
銀
は
五
ヶ
年
の
う
ち
最
初
の
一
ヶ
年
は
銀
六
枚
、
そ
の
後
四
ヶ
年
は
年
額
銀
五
枚
へ
と
減
額
さ
れ
た
分
が
支
払
わ
れ
、
ま
た
給
銀
と

は
別
に
一
年
間
の
う
ち
に
盆
・
暮
の
二
回
「
御
仕
着
料
」
と
し
て
金
二
百
疋
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
以
降
、
一
切
無
心
し

な
い
旨
が
約
さ
れ
て
書
留
文
言
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

吉
田
家
に
残
さ
れ
て
い
る
乳
人
奉
公
人
請
状
は
表
２
の
通
り
九
通
で
あ
る
が
、
そ
の
文
面
は
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
る
。
⑰
の
乳
人
奉
公

人
り
ゑ
の
天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
）
正
月
作
成
の
請
状（

11
（

は
、
そ
の
二
十
年
前
と
な
る
文
政
七
年
九
月
に
作
成
さ
れ
た
⑤
の
乳
人
奉
公
人

か
よ
の
請
状
正
文（

1（
（

に
、
年
号
・
差
出
人
名
・
奉
公
期
間
・
先
借
額
な
ど
変
更
必
須
部
分
の
み
に
掛
紙
を
施
し
た
も
の
を
下
書
き
と
し
て
利

用
し
て
お
り（

11
（

、
書
式
が
完
全
に
固
定
化
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
つ
ま
り
、
吉
田
家
で
の
乳
人
奉
公
は
五
ヶ
年（
11
（

を
年
季
と
し
、

一
年
目
銀
六
枚
、
二
年
目
以
降
は
年
額
銀
五
枚
の
給
銀
と
、
年
二
回
金
二
百
疋
の
御
仕
着
料
が
支
給
さ
れ
る
一
方
で
、
先
借
と
し
て
半
年

分
ほ
ど
の
前
借（

11
（

を
行
う
、
と
い
う
形
が
既
定
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
（
2
）
乳
人
奉
公
の
諸
相

　

前
掲
の
奉
公
人
請
状
提
出
後
、
奉
公
勤
め
が
始
ま
る
が
、
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
勤
め
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
も
あ
る
。

吉
田
家
で
は
こ
の
よ
う
な
事
情
が
う
か
が
え
る
史
料
を
請
状
と
と
も
に
包
紙
に
一
括
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。〈
史
料
１
〉
の
奉
公
人�

い
そ
の
場
合
も
、
請
状
の
ほ
か
に
二
点
の
史
料
が
包
紙
に
一
括
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
史
料
か
ら
吉
田
家
の
乳
人
奉
公
の
諸
相
を
み
て
い

き
た
い
。
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〈
史
料
２（

11
（

〉

　
　
　
（
包
紙
上
書
）「
錦
姫
様
御
乳
人　

給
銀
通　

い
そ
」

　
　
　

嘉
永
六
年
丑
五
月

　
　
　
　

初
壱
ヶ
年　

銀
六
枚

　
　
　
　

後
四
ヶ
年　

銀
五
枚
ツ
ヽ

　
　
　
　

御
仕
着
料
五
ヶ
年
之
間
金
壱
両
ツ
ヽ

　
　
　
　
　

但
七
月
・
十
二
月
両
度
金
弐
歩
ツ
ヽ
被
下
候
事

　
　
　

丑
五
月
朔
日

　
　
　

一
銀
百
廿
九
匁
㊞
１　

丑
五
月
ゟ
十
月
迄
之
分
先
借

　
　
　

丑
七
月
十
二
日

　
　
　

一
銀
四
拾
三
匁
㊞
２　

丑
十
一
・
十
二
、
二
ヶ
月
分
先
渡
し

　
　
　

同

　
　
　

一
金
弐
百
疋
㊞
２　
　

御
仕
着
料

　
　
　

〆
銀
百
七
拾
弐
匁

　
　
　
　

金
弐
歩

　
　
　

内
銀
百
七
匁
五
分　

丑
五
月
ゟ
同
九
月
迄
五
ヶ
月
分
被
下
候
也

　
　
　
　

金
弐
歩
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引
〆
銀
六
拾
四
匁
五
分　

先
借
也

　

奉
公
人
請
状
と
同
じ
嘉
永
六
年
五
月
に
作
成
さ
れ
た
、
い
そ
の
給
銀
通
帳
で
あ
る
。〈
史
料
1
〉
の
包
紙
に
は
吉
田
家
子
女
の
名
は
明

記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
一
括
さ
れ
て
い
た
〈
史
料
2
〉
に
は
そ
れ
が
（
ⅱ
）
良
熈
の
子
コ
錦
姫
（
表
1
の
㉑
）
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
通
帳
は
三
丁
の
横
帳
と
包
紙
を
紙
縒
り
で
同
綴
し
、
横
帳
を
六
つ
折
り
に
し
て
包
紙
で
包
む
形
態
と
な
っ
て
い
る
。
墨
書

が
あ
る
の
は
包
紙
と
横
帳
の
一
丁
表
の
み
で
、
以
下
は
白
紙
で
あ
る
。

　

記
載
内
容
と
し
て
は
、
前
段
に
い
そ
の
給
銀
規
程
が
記
さ
れ
、
中
段
に
実
際
受
け
取
っ
た
日
付
と
金
額
が
記
さ
れ
て
い
る
。
請
状
に
は

日
に
ち
は
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
に
「
丑
五
月
朔
日
」
と
あ
る
の
で
こ
の
日
か
ら
の
勤
務
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
五
月
朔

日
に
五
月
か
ら
十
月
ま
で
の
給
銀
で
あ
る
銀
百
二
十
九
匁
（
＝
銀
三
枚
）
を
請
状
に
あ
る
通
り
「
先
借
」
し
、
七
月
十
二
日
に
は
さ
ら

に
十
一
月
・
十
二
月
の
二
か
月
分
の
給
銀
を
「
先
渡
し
」
で
も
ら
っ
て
い
る
。
請
状
に
は
先
借
以
降
の
無
心
は
し
な
い
旨
が
約
さ
れ
て

い
た
が
、
実
際
に
は
こ
う
し
た
融
通
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
同
日
に
は
盆
分
の
御
仕
着
料
金
二
百
疋
（
＝
金
二
分（

11
（

）
を

受
け
取
っ
て
い
る
。
な
お
、
先
借
分
の
押
印
（
印
１
）
は
父
庄
治
、
先
渡
し
分
・
御
仕
着
料
の
押
印
（
印
２
）
は
請
人
木
屋
甚
五
郎
の
印

影
で
あ
る
。
吉
田
家
で
は
乳
人
奉
公
人
ご
と
に
こ
う
し
た
給
銀
通
帳
を
作
成
し
、
給
銀
・
御
仕
着
料
を
渡
す
ご
と
に
記
載
、
受
取
印
を�

取
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

後
段
「
〆
」
は
吉
田
家
側
か
ら
渡
済
分
の
合
計
額
、「
内
」
は
い
そ
が
実
際
に
五
月
か
ら
九
月
ま
で
奉
公
し
た
五
か
月
分
の
給
銀
と
御

仕
着
料
の
合
計
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
最
後
の
「
引
〆
」
は
「
〆
」
か
ら
「
内
」
を
差
し
引
い
た
残
額
で
、
こ
れ
が
「
先
借
」
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
い
そ
は
五
ヶ
年
の
契
約
で
嘉
永
六
年
五
月
か
ら
奉
公
勤
め
を
は
じ
め
、
盆
に
至
り
さ
ら
に
二
か
月
分
の
給
銀
の
先

渡
し
と
御
仕
着
料
を
受
け
取
っ
た
も
の
の
、
奉
公
を
始
め
て
か
ら
五
ヶ
月
後
の
同
年
九
月
で
や
め
て
お
り
、
吉
田
家
か
ら
の
受
取
額
が�
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実
際
に
奉
公
し
た
給
銀
額
を
上
回
っ
た
た
め
に
先
借
が
解
消
で
き
な
か
っ
た
と
み
え
る
。
同
じ
く
一
括
さ
れ
る
〈
史
料
3
〉
に
そ
の
理
由

が
う
か
が
え
る
。

　
〈
史
料
３（

11
（

〉

　
　
　
（
包
紙
上
書
）「
上　

北
大
原
来
迎
院
村　

百
姓
庄
次
」

　
　
　
　
　
　

乍
恐
奉
頼
上
候
口
上
覚

　
　

一�

私
娘
、
其
御
殿
様
江
御
乳
母
奉
公
ニ
差
上
置
候
処
、
不
存
寄
病
死
仕
候
ニ
付
、
御
急（
給
（銀
拝
借
趣
相
成
、
此
度
壱
枚
半
御
返
納
可
仕
筈

之
処
、
当
時
必
至
難
渋
ニ
付
、
御
返
納
致
兼
候
間
、
格
別
之
御
憐
愍
を
以
三
ヶ
年
之
間
御
借
延
被
成
被
下
候
ハ
ヽ
心
極
難
有
仕
合

奉
存
候
、
万
一
相
違
之
儀
御
座
候
ハ
ヽ
、
私
娘
外
壱
人
御
座
候
間
、
夫
ニ
而
御
奉
公
ニ
奉
差
上
候
間
御
召
遣
被
遊
被
下
候
ハ
ヽ
是
又

難
有
仕
合
奉
存
候
、
右
之
趣
我
々
連
印
を
以
奉
頼
上
候
間
、
何
卒
御
慈
悲
を
以
御
聞
済
被
成
被
下
候
様
奉
偏
希
上
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

北
大
原
来
迎
院
村　
　
　
　

　
　
　
　
　
丑
十
一
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

百
姓　

庄
次
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

出
町
通
今
出
川
下
ル
栄
町　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

木
屋
甚
五
郎
㊞

　
　
　
　

吉
田
様

　
　
　
　
　

御
役
人
中
様
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こ
れ
は
嘉
永
六
年
十
一
月
に
吉
田
家
役
人
中
へ
あ
て
て
、
い
そ
の
父
庄
治（

11
（

と
請
人
木
屋
甚
五
郎
か
ら
連
名
で
出
さ
れ
た
口
上
覚
書
で�

あ
る
。
文
面
に
よ
れ
ば
、
い
そ
は
病
気
に
よ
り
急
死
し
て
い
る
。
そ
こ
で
〈
史
料
2
〉
後
段
で
み
た
よ
う
に
先
借
分
・
先
渡
し
分
が
借
銀

と
な
っ
た
た
め
、
請
状
に
あ
る
よ
う
に
清
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
困
窮
を
理
由
に
三
年
間
の
借
延
、
つ
ま
り
返
済
猶
予
を
願
い
出

た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
三
年
後
の
返
済
を
約
す
る
も
の
の
、
万
が
一
不
払
い
の
際
に
は
庄
治
の
別
の
娘
を
吉
田
家
へ
何
ら
か
の
奉
公

に
出
す
旨
が
記
さ
れ
て
お
り
、
請
状
で
約
し
た
乳
人
奉
公
で
は
な
い
も
の
の
、
代
替
人
を
奉
公
へ
上
げ
る
こ
と
で
返
済
の
回
避
を
企
図
し

た
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

い
そ
の
死
去
を
う
け
て
、
吉
田
家
で
は
錦
姫
の
養
育
の
た
め
に
、
新
た
な
乳
人
奉
公
人
を
雇
い
入
れ
た
。
こ
れ
が
「
つ
ね
」
で
あ
る
。

つ
ね
は
山
城
国
乙
訓
郡
円
明
寺
村
山
寺
の
与
助
の
二
十
八
才
に
な
る
娘
で
、
同
村
の
太
左
衛
門
を
請
人
と
し
て
、
嘉
永
六
年
十
月
に
乳
人

奉
公
人
請
状
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
奉
公
人
請
状
は
〈
史
料
1
〉
い
そ
の
も
の
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
文
言
で
、
給
銀
・
御
仕
着
料
の
額

面
、
銀
三
枚
の
先
借
も
お
な
じ
で
あ
っ
た
。
異
な
る
の
は
そ
の
奉
公
期
間
の
記
述
で
、「
当
丑
十
月
ゟ
来
ル
巳
年
迄
五
ヶ
年
之
間
」
と
し

た
う
え
で
、「
五
」
に
「
四
」
の
訂
正
の
貼
紙
が
あ
る（

11
（

。
こ
こ
か
ら
吉
田
家
の
乳
人
奉
公
は
、
奉
公
人
が
複
数
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
出

生
子
に
対
し
五
年
と
い
う
年
限
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

つ
ね
が
乳
人
奉
公
に
上
が
っ
て
十
ヶ
月
ほ
ど
た
っ
た
嘉
永
七
年
閏
七
月
、
父
与
助
と
請
人
太
左
衛
門
よ
り
次
の
銀
子
借
用
証
文
が
吉
田

家
に
提
出
さ
れ
た
。

　
〈
史
料
４（

11
（

〉

　
　
　
（
包
紙
上
書
）「
上　

錦
姫
様
御
乳
母　

城
州
乙
訓
郡
円
明
寺
村
山
寺　

与
助　

御
乳
母
つ
ね
」
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拝
借
仕
証
文
之
事

　
　

一
銀
五
拾
匁
弐
分
五
厘
也

　
　

�
右
者
娘
つ
ね
義
御
乳
母
御
奉
公
ニ
指
上
、
御
給
銀
先
借
奉
願
上
候
、
然
ル
処
つ
ね
義
病
気
指
発
り
乳
不
足
ニ
付
、
御
奉
公
難
相
勤
、
依
之

無
拠
御
暇
奉
願
上
候
、
付
而
者
先
借
御
給
銀
勘
定
相
立
可
申
筈
之
処
、
当
時
甚
難
渋
仕
居
候
に
付
、
何
卒
つ
ね
義
病
気
全
快
仕
候
ハ
ヽ

何
ニ
成
共
御
召
抱
被
下
候
ハ
ヽ
御
奉
公
指
上
可
申
候
、
其
節
御
給
銀
先
借
勘
定
相
立
可
申
候
間
、
夫
迄
之
処
御
猶
予
奉
願
上
候
、
若

故
障
出
来
仕
及
遅
滞
候
ハ
ヽ
つ
ね
ニ
不
抱
加
印
之
者
急
度
勘
定
相
立
可
申
候
、
為
後
日
証
文
依
而
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

城
州
乙
訓
郡
円
明
寺
村
山
寺　
　

　
　
　
　
　

嘉
永
七
寅
年
後
七
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

与　
　

助
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

同
村　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

請
人　
　
　

太
左
衛
門
㊞

　
　
　
　

吉
田
様

　
　
　
　
　

御
役
人
中
様

　

乳
人
と
し
て
奉
公
し
た
つ
ね
は
病
気
を
わ
ず
ら
い
乳
不
足
と
な
っ
た
た
め
、
暇
乞
い
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
で
先
借
分
銀
三
枚
と
つ

ね
の
実
働
分
の
給
銀
を
差
引
清
算
し
た
結
果
、
銀
五
十
匁
余
の
借
用
銀
と
な
っ
た
と
あ
る
。
先
借
分
で
あ
る
銀
三
枚
は
給
銀
半
年
分
に
あ

た
る
た
め
、
つ
ね
の
実
働
月
数
か
ら
考
え
る
と
清
算
さ
れ
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
。
し
か
し
実
際
に
は
借
銀
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
い

そ
同
様
に
途
中
で
数
か
月
分
の
先
渡
し
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
融
通
も
慣
例
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ね
の
父
与
助
は
、

い
そ
の
父
庄
治
と
同
じ
く
困
窮
を
理
由
と
し
て
借
銀
の
返
済
猶
予
を
求
め
て
い
る
が
、
こ
の
返
済
を
「
つ
ね
の
病
気
が
快
復
し
、
再
び�
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奉
公
に
上
が
っ
た
際
の
給
銀
と
清
算
す
る
」
と
し
て
、
つ
ね
の
奉
公
復
帰
が
前
提
と
な
る
提
案
を
し
て
い
る
。
い
そ
の
場
合
も
、
つ
ね
の

場
合
も
吉
田
家
側
の
対
応
は
不
明
で
は
あ
る
が
、
こ
う
し
た
交
渉
は
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
お
そ
ら
く
願
い
は
入
れ
ら
れ
た

の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
つ
ね
の
後
任
と
な
る
乳
人
奉
公
人
請
状
は
、
現
時
点
で
は
見
当
た
ら
な
い
。
つ
ね
の
暇
時
に
は
錦
姫
も
満

一
歳
二
、
三
ヶ
月
ほ
ど
で
あ
ろ
う
か
ら
、
す
で
に
離
乳
し
て
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
乳
は
提
供
で
き
ず
と
も
子
守
り
な
ど
の
養
育
補

助
と
し
て
別
名
称
の
奉
公
人
や
、
つ
ね
の
奉
公
復
帰
な
ど
も
あ
り
え
よ
う
。

　

ま
た
同
様
に
（
ⅰ
）
良
長
の
子
③
ウ
磐
丸
の
場
合
も
、
出
生
年
月
日
が
文
政
五
年
十
二
月
七
日
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
や
す
の
乳
人
奉

公
人
請
状
は
文
政
七
年
九
月
と
な
っ
て
お
り
、
当
初
の
乳
人
奉
公
人
と
の
交
代
が
考
え
ら
れ
る
。
交
代
時
に
は
前
述
の
よ
う
な
前
任
者
の

清
算
等
が
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
　

三
、
里
預
証
文
と
諸
相

　
（
1
）
預
証
文
の
書
式
と
内
容

　

前
章
で
み
た
通
り
、
吉
田
家
で
は
出
生
子
に
対
し
て
五
ヶ
年
と
い
う
年
季
で
乳
人
奉
公
人
を
つ
け
、
自
家
で
養
育
す
る
と
い
う
養
育
慣

行
が
あ
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
期
に
、
出
生
子
を
他
家
へ
預
け
五
ヶ
年
の
養
育
を
任
せ
る
「
里
預
」
と
い
う
慣
行
が
み
ら
れ
る
。
ま
ず
は
こ

の
と
き
作
成
さ
れ
た
預
証
文
か
ら
、
里
預
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
確
認
し
て
お
く
。

　
〈
史
料
５（

1（
（

〉

　
　
　
（
包
紙
上
書
）「
御
請
状　

詮
丸
様
御
里　
　

一
乗
寺
村
四
郎
右
衛
門
」
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奉
指
上
証
文
之
事

　
　

一�

昨
午
年
六
月
御
出
生
被
遊
候　
　

御
児
様
、
私
方
江
当
未
正
月
ゟ
来
亥
十
二
月
迄
御
預
ケ
被
成
下
、
慥
ニ
奉
預
候
、
然
ル
上
者
聊
麁
略

之
儀
決
而
不
仕
候
、
若
御
病
気
等
御
座
候
砌
者
、
早
速
御
届
可
申
上
候

　
　

一�
御
預
り
中
一
ヶ
年
銀
六
枚
幷
盆
暮
御
仕
着
料
金
弐
歩
ツ
ヽ
被
下
候
段
、
難
有
奉
存
候
、
其
余
御
預
ヶ
中
聊
御
無
心
ヶ
間
敷
義
、
決
而�

申
上
間
敷
候

　
　

一�

若
自
然
乳
持
病
気
・
長
煩
等
ニ
而
乳
不
足
仕
候
節
者
、
其
段
早
速
御
届
奉
申
上
、
代
り
人
相
立
御
給
銀
日
割
を
以
勘
定
相
立
可
申
候
、

其
余
諸
事
大
切
ニ
守
護
可
仕
候
、
若
又
永
ク
御
預
ヶ
被
成
下
候
ハ
ヽ
、
何
ヶ
年
ニ
而
も
此
証
文
を
以
奉
預
り
候
、
為
後
日
奉
指
上
候

証
文
、
仍
而
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

一
乗
寺
村　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

安
政
六
未
年
正
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

預
り
主　

四
郎
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

乳
持
妻　

や　
　
　

す
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

同
村　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

四
郎
左
衛
門
㊞

　
　
　
　

吉
田
様

　
　
　
　
　

御
役
人
中
様

　

こ
の
預
証
文
は
（
ⅲ
）
良
義
の
子
㉒
詮
丸
の
里
預
時
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
差
出
に
は
出
生
子
の
預
主
と
な
る
一
乗
寺
村
の
四

郎
右
衛
門
と
、
乳
持
と
し
て
四
郎
右
衛
門
妻
の
や
す
、
請
人
と
し
て
同
じ
一
乗
寺
村
の
四
郎
左
衛
門
が
署
名
・
捺
印
し
て
い
る
。
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預
証
文
本
文
は
全
三
条
で
、
ま
ず
第
一
条
冒
頭
に
は
出
生
子
の
情
報
が
示
さ
れ
る
。
出
生
年
も
し
く
は
年
月
が
記
載
さ
れ
、
そ
の
後
に�

「
御
児
様
」
と
あ
れ
ば
男
子
を
、「
御
姫
様
」
と
あ
れ
ば
女
子
を
指
す（

11
（

。
続
け
て
こ
の
出
生
子
を
預
か
る
期
間
の
記
載
が
あ
る
。
こ
ち
ら
も

乳
人
奉
公
同
様
五
ヶ
年
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
出
生
子
を
「
慥
か
に
預
か
る
」
と
し
た
う
え
で
、
乳
人
奉
公
人
請
状
と
同
じ
く
子
供
を
麁

略
に
扱
わ
な
い
こ
と
に
加
え
て
病
気
時
等
の
連
絡
を
約
し
て
お
り
、
こ
れ
は
実
家
を
離
れ
た
養
育
ゆ
え
の
文
言
で
あ
ろ
う
。
第
二
条
は
養

育
費（

11
（

の
取
り
決
め
で
あ
る
。
一
ヶ
年
銀
六
枚
に
、
盆
・
暮
の
年
二
回
に
御
仕
着
料
金
二
分
ず
つ
の
支
給
と
な
っ
て
お
り
、
乳
人
奉
公
の
よ

う
に
二
年
目
以
降
の
減
額
は
な
い
。
ま
た
、
預
か
り
中
に
金
の
無
心
は
し
な
い
旨
を
約
し
て
い
る
。
第
三
条
で
は
乳
持
の
乳
不
足
等
預

か
り
に
不
具
合
が
生
じ
た
際
に
は
代
替
人
・
清
算
等
の
対
応
を
行
う
旨
が
書
か
れ
て
い
る
。
続
け
て
こ
の
証
文
に
は
「
若
又
永
ク
御
預
ヶ

被
成
下
候
ハ
ヽ
、
何
ヶ
年
ニ
而
も
此
証
文
を
以
奉
預
り
候
」
と
の
文
言
が
あ
る（
11
（

。
証
文
に
は
五
ヶ
年
と
い
う
年
限
は
設
け
て
あ
る
も
の
の
、

さ
ら
に
延
長
し
て
の
里
預
も
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
後
書
留
文
言
が
書
か
れ
て
証
文
本
文
が
終
わ
り
と
な
る
。

　

吉
田
家
に
残
さ
れ
た
十
三
通
の
預
証
文
は
、
乳
人
奉
公
人
請
状
と
同
様
に
書
式
・
文
面
は
ほ
ぼ
統
一
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
吉
田
家

子
女
の
里
預
は
、
五
ヶ
年
の
年
限
で
、
年
額
銀
六
枚
と
盆
・
暮
年
二
回
金
二
分
の
御
仕
着
料
の
支
給
が
既
定
で
あ
り
、
一
部
で
は
里
預
期
間
の

延
長
も
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
⑨
男
子
の
預
主
で
あ
っ
た
源
左
衛
門
か
ら
次
の
史
料
が
吉
田
家
に
宛
て
て
出
さ
れ
て
い
る
。

　
〈
史
料
６（

11
（

〉

　
　
　
　
　
　

覚

　
　

一
金
壱
両
也

　
　

〆

　
　

右
者
来
ル
卯
年
七
月
迄
之
御
給
銀
幷
御
仕
着
料
と
も
不
残
頂
戴
仕
、
難
有
奉
存
候
、
然
ル
上
者
以
来
先
借
之
義
願
出
申
上
間
敷
候
、
以
上
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文
政
十
三
寅
年

　
　
　
　
　

十
一
月
三
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

源
左
衛
門
（
爪
印
）

　
　
　

吉
田
様

　
　
　
　

御
役
人
中
様

　

文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
八
月
か
ら
⑨
男
子
を
預
か
っ
て
い
た
源
左
衛
門
が
、
同
年
十
一
月
に
提
出
し
た
金
子
受
取
覚
で
あ
る
。
源

左
衛
門
は
来
年
七
月
ま
で
の
給
銀
お
よ
び
御
仕
着
料
と
し
て
金
一
両
を
受
け
取
っ
た
う
え
で
、
以
降
先
借
は
願
い
出
な
い
旨
を
約
し
て
い

る
。
預
証
文
提
出
時
の
先
借
は
既
定
で
は
な
い
も
の
の
、
先
借
と
い
う
融
通
の
慣
習
が
里
預
に
も
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
（
2
）
里
預
の
諸
相

　

里
預
証
文
十
三
通
を
ま
と
め
た
表
3
か
ら
、
里
預
の
諸
相
を
み
て
お
こ
う
。

　

ま
ず
吉
田
家
子
女
が
里
預
と
な
る
月
齢
に
つ
い
て
だ
が
、
特
に
（
ⅲ
）
良
義
の
子
㉒
詮
丸
以
降
は
里
預
証
文
に
出
生
年
月
が
書
か
れ
て

お
り
、
こ
こ
か
ら
生
後
一
、
二
か
月
で
里
預
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
以
前
の
子
女
ら
も
多
く
が
誕
生
年
内
に
里
預
と
な
っ

て
お
り
、
里
預
と
な
る
の
は
生
後
一
か
月
か
ら
五
、
六
か
月
ほ
ど
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
⑨
男
子
・
㉔
章
姫
に
は
二
通
の
里
預
証

文
が
存
在
し
て
い
る
。
⑨
男
子
は
御
菩
薩
池
村（

11
（

芋
屋
新
吉
家
か
ら
、
ひ
と
月
で
山
科
郷
東
ノ
村（
11
（

源
左
衛
門
家
へ
預
け
替
え
と
な
り
、
ま
た

㉔
章
姫
は
生
後
一
か
月
か
ら
の
預
主
修
学
寺
村（

11
（

茂
右
衛
門
家
で
一
年
間
の
養
育
の
の
ち
に
、
山
中
村（
11
（

九
左
衛
門
家
へ
預
け
替
え
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
預
け
替
え
の
理
由
は
不
明
だ
が
、
証
文
に
あ
る
よ
う
な
乳
持
の
病
気
や
乳
不
足
な
ど
、
預
主
家
で
何
ら
か
の
支
障
が
あ
っ
た

た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
乳
持
は
預
主
の
妻
で
あ
る
が
、
出
生
間
も
な
い
子
女
を
預
か
る
と
い
う
こ
と
は
、
授
乳
が
可
能
で
あ
る
＝
直
近
で
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妊
娠
・
出
産
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
里
預
を
請
け
負
う
大
き
な
条
件
の
一

つ
と
い
え
よ
う
。

　

里
預
で
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
預

主
家
の
所
在
地
で
あ
る
。
十
三
軒
の
う
ち
中

山
村
の
一
軒
は
現
在
地
が
不
明
で
あ
る
が
、
一

乗
寺
村
に
三
軒
、
岩
倉
村
に
二
軒
、
山
科
郷

に
三
軒
、
ほ
か
御
菩
薩
池
村
・
幡
枝
村
・
修

学
寺
村
・
花
園
村
に
各
一
軒
と
な
っ
て
い
る
。�

そ
し
て
こ
の
地
域
は
一
般
に
「
洛
北
」
と
い
わ

れ
る
地
域
で
、
近
世
以
前
か
ら
里
子
養
育
の

地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
大
正
十
三
年
の
京

都
府
社
会
課
に
よ
る
洛
北
地
域
で
の
里
子
調

査
を
ま
と
め
た
『
洛
北
名
物�

里
子
の
話（
11
（

』
に

は
、
そ
の
は
し
が
き
に
「
洛
北
の
地
は
気
澄
み

水
清
く
、
加
ふ
る
に
京
都
か
ら
坦
々
た
る
平
地

続
き
で
あ
る
か
ら
、
洛
中
に
住
居
す
る
者
で
策

を
此
の
地
に
曳
く
者
、
或
は
別
荘
を
此
処
に�

表 3　里預証文一覧

番号 記号 名前 性別 出生年月日 証文年月日 預人 乳持 請人

⑨ （不明） 男子 文政 13 年 文政 13 年 7 月 御菩薩池村　芋屋新吉 ― 源四郎

⑨ （不明） 男子 文政 13 年 文政 13 年 8 月 山科郷東ノ村　源左衛門 ― 同村親類　儀兵衛

⑪ 郁姫 女子 天保 3年 天保 3年 5月 山科郷大宅村　喜八 妻　いさ 同村　伊兵衛

⑫ 理丸 男子 天保 5年 天保 5年 4月 山科郷西野山村　弥兵衛 妻　こと 大宅村　喜八

⑬ （不明） 女子 天保 7年 天保 8年 3月 一乗寺村　四郎左衛門 妻　きく 同村　善左衛門

⑮ （不明） 男子 天保 9年 天保 9年 8月 岩倉村村松　平治郎 妻　なへ 同村　小市郎

⑯ 綾姫 女子 天保 11 年 天保 11 年 3 月 幡枝村　常吉 妻　かめ 同村　九兵衛

㉒ 詮丸 男子 安政 5年 6月 安政 5年 6月 一乗寺村　四郎右衛門 妻　やす　 同村　四郎左衛門

㉓ 泰姫 女子 万延元年 10 月 万延元年 11 月 一乗寺村　源兵衛 妻　かず 同村　四郎左衛門

㉔ 章姫 女子 文久 2年 5月 文久 2年 6月 修学寺村　茂右衛門 妻　いつ 一乗寺村　四郎左
衛門

㉔ 章姫 女子 文久 2年 5月 文久 3年 6月 山中村　九左衛門 妻　ちゑ 同村　半右衛門

㉕ サ 鈺子 女子 文久 3年 2月 2日 文久 3年 4月 岩倉村　与市 妻　よし（22 歳） 同村　与八郎

㉖ シ 瀧子 女子 元治元年 3月 28 日 元治元年 5月 花園村　惣左衛門 妻　すて 与衛門
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営
む
者
の
多
き
こ
と
人
も
知
る
如
く
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
縁
と
な
り
し
に
や
京
都
を
始
め
と
し
て
阪
神
地
方
よ
り
幼
児
保
育
を
此
の
風
光

明
媚
な
る
洛
北
地
方
に
委
託
す
る
風
習
古
く
よ
り
存
し
、
近
来
東
京
方
面
か
ら
す
ら
も
委
託
す
る
に
至
り
て
所
謂
「
洛
北
名
物
の
里
子
」

は
実
に
盛
な
も
の
で
あ
る
。」
と
あ
る
。
洛
中
の
公
卿
た
ち
が
散
策
地
も
し
く
は
別
荘
地
と
し
て
訪
問
を
重
ね
る
う
ち
に
当
地
の
人
々
と

知
り
合
い
、
こ
の
清
涼
な
気
風
と
風
光
明
媚
の
地
で
の
子
育
を
望
み
、
縁
を
た
よ
っ
て
子
を
預
け
る
風
習
が
お
こ
っ
た
、
と
す
る
。
起
源

と
し
て
藤
原
公
任
が
そ
の
女
を
洛
北
へ
里
預
と
し
て
い
た
が
、
こ
れ
を
亡
く
し
た
の
ち
自
ら
も
洛
北
岩
倉
村
の
別
荘
へ
移
り
、
こ
こ
で
和

漢
朗
詠
集
な
ど
を
撰
し
た
、
と
す
る
伝
承
が
あ
る
。
当
初
の
公
卿
の
風
習
と
し
て
の
里
預
で
は
、
里
子
が
公
卿
の
も
と
へ
戻
っ
た
の
ち
も

里
親
と
し
て
そ
の
成
長
に
関
わ
っ
た
と
さ
れ
る
。
公
卿
を
縁
を
結
ぶ
こ
と
は
預
主
家
（
里
）
に
と
っ
て
も
名
誉
な
こ
と
と
捉
え
ら
れ
、
ゆ

え
に
養
育
料
な
ど
を
と
る
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る（

1（
（

。
し
か
し
近
世
期
に
こ
う
し
た
風
習
が
徐
々
に
町
人
ら
へ
広
ま
っ
て
い
く
に
つ

れ
、
洛
北
地
域
の
預
主
家
で
は
実
家
と
の
縁
を
名
誉
と
す
る
意
識
は
低
下
し
、
吉
田
家
が
里
預
を
お
こ
な
っ
て
い
る
時
期
に
は
、
年
限
を

決
め
て
養
育
費
・
御
仕
着
料
を
受
け
取
る
、
と
い
う
一
種
の
業
務
的
な
形
へ
と
変
化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

請
人
も
ま
た
同
村
・
近
隣
村
の
洛
北
地
域
の
人
々
で
あ
る
が
、
⑪
郁
姫
の
預
主
で
あ
っ
た
喜
八
は
、
⑫
理
丸
が
同
じ
大
原
郷
へ
里
預
と

な
る
際
の
請
人
と
し
て
署
名
捺
印
し
て
い
る
。
一
乗
寺
村
住
の
四
郎
左
衛
門
は
、
も
と
も
と
⑬
女
子
の
預
主
で
あ
り
、
そ
の
後
同
じ
一
乗

寺
村
に
里
預
と
な
っ
た
㉒
詮
丸
（
史
料
5
）・
㉓
泰
姫
、
ま
た
近
隣
の
修
学
寺
村
で
の
㉔
章
姫
の
預
証
文
の
請
人
と
な
っ
て
い
る
。
吉
田

家
子
女
の
里
預
を
す
で
に
経
験
し
た
も
の
が
請
人
と
な
る
こ
と
で
、
そ
の
保
障
性
が
増
す
一
方
で
、
契
約
内
容
の
統
一
化
な
ど
が
図
ら
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

他
方
、
吉
田
家
に
お
い
て
は
、
子
女
の
里
預
を
洛
北
と
い
う
一
等
地
で
行
う
こ
と
で
、
預
け
先
へ
の
信
頼
や
養
育
に
対
す
る
安
心
を
確

保
す
る
と
と
も
に
、
自
家
の
価
値
を
主
張
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
よ
う
。
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（
3
）
乳
人
奉
公
と
里
預

　

当
該
期
の
吉
田
家
で
は
出
生
子
の
多
く
を
乳
人
奉
公
人
の
雇
用
も
し
く
は
里
預
と
い
う
形
で
養
育
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
乳
人
奉

公
人
請
状
と
里
預
証
文
の
書
式
・
内
容
を
確
認
し
、
そ
れ
ら
の
諸
相
を
み
る
な
か
で
こ
れ
ら
の
養
育
形
態
の
相
違
点
は
都
度
述
べ
て
き
た
。

し
か
し
、
表
1
を
み
る
に
そ
の
選
択
基
準
は
明
確
で
は
な
い
。
時
期
的
な
面
か
ら
み
れ
ば
（
ⅰ
）
良
長
の
子
女
（
①
～
⑨
）
で
は
乳
人

奉
公
三
人
・
里
預
一
人
・
不
明
五
人
、（
ⅱ
）
良
熈
の
子
女
（
⑩
～
㉑
）
で
は
乳
人
奉
公
五
人
・
里
預
五
人
・
不
明
二
人
、（
ⅲ
）
良
義
の�

子
女（

11
（

（
㉒
～
㉘
）
で
は
乳
人
奉
公
な
し
・
里
預
五
人
・
不
明
二
人
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
（
ⅰ
）
良
長
期
は
乳
人
奉
公
、（
ⅲ
）
良
義

期
は
里
預
と
い
っ
た
傾
向
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、（
ⅱ
）
良
熈
期
に
は
前
半
が
里
預
、
後
半
は
乳
人
奉
公
と
な
っ
て
お
り
、
時
間
経
過
と

と
も
に
乳
人
奉
公
か
ら
里
預
へ
養
育
方
法
が
移
行
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。

　

ま
た
性
別
か
ら
み
て
も
、
男
児
十
三
人
の
う
ち
乳
人
奉
公
四
人
・
里
預
四
人
・
不
明
五
人
、
女
児
十
三
人
の
う
ち
乳
人
奉
公
二
人
・
里

預
七
人
・
不
明
四
人
、
性
別
不
明
児
二
人
は
と
も
に
乳
人
奉
公
で
あ
っ
た
。
女
児
の
里
預
が
多
い
傾
向
で
は
あ
る
が
、
男
児
の
里
預
も
乳

人
奉
公
と
同
数
あ
り
、
一
概
に
は
言
い
難
い
。

　

生
母
の
正
妾
の
別
に
つ
い
て
知
れ
る
の
は
（
ⅰ
）
良
長
期
の
み
だ
が
、
⑦
カ
錞
姫
の
生
母
は
家
女
房
で
あ
る
が
正
室
を
生
母
と
す
る
出

生
子
同
様
に
乳
人
奉
公
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
も
選
択
時
の
大
き
な
要
因
と
は
い
え
な
い
。
た
だ
し
、
生
母
の
存
在
と
い
う
点
で
乳

人
奉
公
と
里
預
は
大
き
く
異
な
る
。
乳
人
奉
公
が
吉
田
家
内
で
生
母
と
と
も
に
子
女
の
養
育
を
担
う
も
の
と
は
異
な
り
、
里
預
は
洛
北
な

ど
の
他
家
に
て
生
母
が
不
在
の
状
況
で
の
養
育
で
あ
る
。
ゆ
え
に
里
預
主
家
に
乳
持
が
い
る
こ
と
は
不
可
欠
だ
が
、
一
方
で
乳
人
奉
公
人

は
生
母
に
よ
る
授
乳
が
十
分
で
あ
れ
ば
乳
持
で
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
乳
人
奉
公
人
請
状
で
の
「
乳
不
足
」
の
文
言
や
、

〈
史
料
4
〉
に
お
い
て
つ
ね
が
病
気
の
た
め
乳
不
足
に
な
っ
た
、
と
の
記
述
か
ら
、
出
生
子
へ
の
母
乳
の
提
供
を
主
と
す
る
奉
公
と
み
ら

れ
る
も
の
の
、
表
3
の
里
預
の
乳
持
が
妻
で
あ
る
の
と
は
対
照
的
に
、
表
2
の
乳
人
奉
公
人
の
続
柄
は
娘
・
姉
・
妹
で
あ
り
、
婚
姻
関
係
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が
あ
る
女
性
と
は
み
え
な
い（

11
（

。
生
母
の
状
態
に
よ
っ
て
は
子
守
り
を
主
と
す
る
奉
公
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
ま
た
、
生
母
が
出
産

直
後
か
ら
乳
不
足
な
ど
の
不
調
で
あ
れ
ば
、
里
預
と
し
て
乳
持
の
い
る
他
家
に
養
育
を
委
託
す
る
こ
と
が
得
策
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、

当
該
期
の
吉
田
家
に
お
け
る
乳
人
奉
公
人
と
里
預
と
い
う
両
様
で
の
子
女
養
育
は
、
生
母
の
状
態
や
出
生
子
の
生
育
状
況
、
ま
た
吉
田
家

内
の
状
況
な
ど
に
よ
っ
て
、
出
生
子
ご
と
に
そ
の
選
択
が
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
乳
人
奉
公
人
請
状
・
里
預
証
文
の
分
析
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
式
の
定
型
化
お
よ
び
同
一
性
や
、
双
方
の
給
銀
・
御
仕
着

料
の
金
額
の
統
一
性
と
い
っ
た
指
摘
を
行
っ
た
が
、
こ
れ
は
次
の
史
料
が
関
係
し
て
い
よ
う
。

　
〈
史
料
７（

11
（

〉

　
　
　
（
包
紙
上
書
）「
上　

寛
政
十
二
年
申
八
月
出
之　

奥
州
屋
丸
右
衛
門
」

　
　
　
　

乍
恐
書
付
以
奉
願
上
候

　
　

一�

壱
貫
町
丹
波
口
下
ル
町
奥
州
屋
源
兵
衛
奉
申
上
候
、
当
御
殿
御
奉
公
人
入
口
御
用
被
為
仰
付
、
数
ヶ
年
御
出
入
仕
、
蒙
御
厚
恩
冥

加
至
極
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
所
七
月
中
よ
り
相
煩
、
以
今
快
気
不
仕
難
義
至
極
奉
存
候
、
依
之
人
宿
家
業
之
義
者
私
親
累
美
濃

屋
庄
蔵
与
申
者
ニ
為
相
勤
、
末
者々
右
庄
蔵
ニ
相
掛
度
奉
存
候
ニ
付
、
乍
恐
此
段
奉
願
上
候
、
何
卒
以
御
慈
悲
御
聴
済
被
成
下
、
右
庄

蔵
江
御
用
向
被
為　

仰
付
被
下
置
候
ハ
ヽ
難
有
仕
合
奉
存
候
、
以
上

　
　
　
　
　

寛
政
十
二
申
八
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

奥
州
屋　

源
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

美
濃
屋　

庄　

蔵
㊞

　
　
　
　
　
　

御
役
人
中
様
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こ
の
史
料
は
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
八
月
に
一
貫
町
丹
波
口
下
ル
町（

11
（

の
奥
州
屋
源
兵
衛
か
ら
吉
田
家
役
人
中
へ
出
さ
れ
た
願
書
で

あ
る
。
奥
州
屋
源
兵
衛
は
人
宿
家
業
を
営
ん
で
お
り
、
数
年
来
吉
田
家
へ
の
奉
公
人
口
入
御
用
を
任
ぜ
ら
れ
て
き
た
が
、
病
気
の
た
め
家

業
を
親
類
の
美
濃
屋
庄
蔵
へ
譲
る
こ
と
と
な
り
、
口
入
御
用
に
つ
い
て
も
今
後
は
美
濃
屋
庄
蔵
へ
命
じ
て
も
ら
い
た
い
と
の
旨
の
願
書
と

な
っ
て
い
る
。
口
入
・
人
宿
は
と
も
に
奉
公
人
等
の
労
働
力
の
斡
旋
を
行
う
業
種
で
あ
る
。

　

本
稿
で
の
検
討
時
期
よ
り
以
前
か
ら
、
吉
田
家
へ
の
奉
公
人
の
供
給
は
口
入
御
用
商
人
が
一
手
に
引
き
受
け
て
お
り
、
奉
公
人
請
状
は

口
入
御
用
商
人
側
で
用
意
し
た
下
書
き
も
し
く
は
正
文
を
使
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
奉
公
人
の
中
に
は
当
然
乳
人
奉
公

人
が
含
ま
れ
て
お
り
、
同
種
の
奉
公
人
請
状
が
定
型
化
し
て
い
る
の
も
首
肯
で
き
よ
う
。
ま
た
里
預
先
に
つ
い
て
も
吉
田
家
自
ら
が
縁
を

た
よ
っ
て
複
数
の
預
主
を
探
す
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
お
そ
ら
く
こ
れ
も
口
入
御
用
商
人
が
斡
旋
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
乳
人
奉
公
人

と
同
程
度
の
給
銀
・
御
仕
着
料
の
支
給
と
い
う
統
一
性
が
生
ず
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
乳
人
奉
公
人
請
状
と
里
預
証
文
か
ら
近
世
後
期
の
吉
田
家
に
お
け
る
出
生
子
女
と
そ
の
養
育
慣
行
で
あ
る
乳
人
奉
公
人
と
里

預
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
改
め
て
ま
と
め
は
行
わ
な
い
が
、
検
討
の
過
程
に
お
い
て
課
題
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
近
世
期
の�

吉
田
家
、
特
に
家
政
向
・
家
内
に
つ
い
て
多
く
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
は
系
図
な
ど
基
本
資
料
の
充
実
を
図
る

こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
う
し
た
基
礎
的
作
業
に
お
い
て
は
、
吉
田
家
伝
来
史
料
群
お
よ
び
吉
田
神
社
社
家
で
あ
る
鈴

鹿
家
伝
来
の
史
料
群
な
ど（

11
（

の
分
析
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
な
に
よ
り
本
史
料
群
の
史
料
整
理
を
進
め
る
こ
と
が
も
っ
と
も
重
要
な
課
題
と�

い
え
る
。
こ
う
し
た
近
世
史
料
の
整
理
・
活
用
が
今
後
吉
田
家
の
家
政
向
の
み
な
ら
ず
、
近
世
期
の
吉
田
家
・
吉
田
神
道
を
よ
り
多
角
的

に
理
解
す
る
一
助
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
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な
お
、
画
像
は
⑧
脩
丸
の
名
前
の
入
っ
た
祝
箸（

11
（

で

あ
る
。
お
食
い
初
め
な
ど
の
成
長
儀
礼
時
の
も
の
で

あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
資
料
が
本
資
料
群
に
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
も
付
記
し
て
お
き
た
い
。

　
註

　
（
1
）�　

本
史
料
群
の
名
称
に
つ
い
て
は
図
書
館
の
貴
重
書
台
帳
に
よ
る
。
な
お
本
学
博
物
館
企
画
展
『
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
吉
田
家
旧
蔵
資
料　

吉
田
家　

神
道
と
典
籍
を
伝
え
た
家
』（
平
成
三
十
年
）・『
大
嘗
祭
』（
令
和
元
年
）、
特
集
展
示
『
吉
田
家
伝
来
の
花
押
・
印
判
』（
令
和
元
年
）

で
の
展
示
や
、
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
で
の
掲
載
に
お
い
て
は
、「
近
世
吉
田
家
文
書
」
な
ど
の
、
よ
り
分
か
り
や
す
い
呼
称
を
用
い
て
い
る
。

　
（
2
）�　

一
部
近
代
史
料
を
含
む
。

　
（
3
）�　

た
と
え
ば
大
嘗
祭
関
係
文
書
、
祝
詞
、
奏
文
写
、
各
種
伝
授
起
請
文
な
ど
朝
廷
を
含
む
諸
神
社
奉
仕
関
係
、
幕
府
献
上
に
対
す
る
奉
書
類
な
ど
。

こ
の
う
ち
一
部
の
起
請
文
に
つ
い
て
は
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
の
ほ
か
、
千
々
和
到
責
任
編
集
『
起
請
文
と
那
智
参
詣
曼
荼
羅
』（
大
学
院
開
設�

六
十
周
年
記
念　

國
學
院
大
學
貴
重
書
影
印
叢
書　

第
5
巻
、
平
成
二
十
九
年
、
朝
倉
書
店
）、
大
河
内
千
恵
『
近
世
起
請
文
の
研
究
』（
平
成

二
十
六
年
、
吉
川
弘
文
館
）
な
ど
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
（
4
）�　

叙
任
等
の
家
格
関
係
史
料
、
身
内
で
の
書
簡
類
、
講
・
借
銀
等
と
い
っ
た
経
営
文
書
類
な
ど
。

　
（
5
）�　

本
史
料
群
は
、
昨
年
度
よ
り
本
学
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
掲
載
し
て
お
り
、
今
後
継
続
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
が
、
資
料
番
号
等
は
整
理

状
況
に
よ
っ
て
は
変
更
な
ど
の
可
能
性
が
あ
る
事
を
お
断
り
し
て
お
く
。

　
（
6
）�　

本
稿
で
扱
う
請
状
は
、
す
べ
て
現
時
点
で
整
理
済
み
の
も
の
と
な
る
。

　
（
7
）�　

吉
田
家
の
系
図
に
は
諸
本
が
存
在
す
る
が
、
こ
こ
で
は
「
卜
部
家
系
譜
」（『
神
道
体
系　

論
説
編
八　

卜
部
神
道
（
上
）』
昭
和
六
十
年
、
財

団
法
人
神
道
体
系
編
纂
会
発
行
）、「
卜
部
氏
家
系
」（『
史
料
纂
集　

舜
旧
記　

第
八
』
平
成
十
一
年
、
俗
群
書
類
従
完
成
会
発
行
）、『
平
成
新
修

旧
華
族
家
系
大
成
』（
平
成
八
年
、
社
団
法
人
霞
会
館
発
行
）
を
使
用
し
た
。

⑧脩丸の祝箸
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（
8
）�　
『
平
成
新
修
旧
華
族
家
系
大
成
』
に
お
い
て
、
嫁
ぎ
先
で
あ
る
柳
原
承
光
家
系
図
に
は
「
文
政
二
年
、
生
」
と
あ
る
。

　
（
9
）�　
『
平
成
新
修
旧
華
族
家
系
大
成
』
に
お
い
て
養
子
先
で
あ
る
七
條
家
系
図
に
は
「
文
政
十
二
、
五
、
一
一
生
」
と
あ
る
。

　
（
10
）�　

里
預
証
文
の
包
紙
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
鈺
姫
」「
瀧
姫
」
と
あ
る
。

　
（
11
）�　

17
は
乳
人
奉
公
人
請
状
に
よ
る
が
、
こ
の
請
状
に
は
名
前
・
性
別
・
出
生
年
も
明
記
さ
れ
な
い
。
天
保
十
五
年
は
請
状
の
作
成
年
で
あ
り
、
出

生
年
と
は
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
こ
こ
で
は
除
い
て
お
く
。

　
（
12
）�　

乳
付
親
、
乳
父
・
乳
母
な
ど
と
も
い
い
、
出
生
子
の
成
長
儀
礼
等
に
携
わ
る
。

　
（
13
）�　

こ
こ
か
ら
表
1
・
2
で
は
出
生
年
月
日
を
推
定
し
て
い
る
。

　
（
14
）�　

貴
２
１
５
７
吉
田
神
道
関
係
近
世
文
書
５
５
５
。
以
降
翻
刻
凡
例
と
し
て
①
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
。
②
者
・
而
・
与
・
茂
な
ど
の
助
詞
は
漢

字
の
ま
ま
小
字
右
寄
せ
と
し
た
。
③
闕
字
表
現
は
欠
字
は
一
字
、
平
出
は
二
字
あ
け
と
し
た
。
④
史
料
通
り
の
改
行
は
行
わ
ず
、
適
宜
読
点
や
校

訂
を
付
し
た
。

　
（
15
）�　

請
状
包
紙
に
は
出
生
子
名
が
な
い
が
、
後
述
す
る
関
連
史
料
に
「
錦
姫
様
御
乳
人
」
と
し
て
い
そ
の
名
が
あ
る
。

　
（
16
）�　

現
京
都
市
左
京
区
大
原
来
迎
院
町

　
（
17
）�　

現
京
都
市
上
京
区
河
原
町
通
今
出
川
下
ル
栄
町

　
（
18
）�　

吉
田
家
の
乳
人
奉
公
に
お
い
て
寺
請
状
は
差
出
方
が
所
持
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
村
役
人
か
ら
出
さ
れ
た
村
証
文
は
吉
田
家
へ
提
出
し
て
い
る

ケ
ー
ス
が
あ
る
。

　
（
19
）�　

一
般
的
な
奉
公
人
請
状
で
は
給
金
規
程
は
冒
頭
の
第
一
・
二
条
あ
た
り
に
記
載
さ
れ
る
も
の
が
多
い
。

　
（
20
）�　

貴
２
１
５
７
吉
田
神
道
関
係
近
世
文
書
５
９
１

　
（
21
）�　

貴
２
１
５
７
吉
田
神
道
関
係
近
世
文
書
６
１
９

　
（
22
）�　

こ
の
ほ
か
に
も
多
く
の
請
状
に
訂
正
以
外
の
貼
紙
・
貼
紙
痕
が
あ
る
。

　
（
23
）�　
「
五
ヶ
年
之
間
」
は
多
く
が
あ
し
か
け
五
年
で
あ
る
が
、
中
に
は
満
五
年
の
年
季
も
あ
る
。

　
（
24
）�　

乳
人
奉
公
人
請
状
九
通
の
う
ち
、
九
通
す
べ
て
に
先
借
文
言
が
あ
る
。
な
お
額
は
銀
三
枚
五
通
、
銀
四
枚
三
通
、
銀
五
枚
一
通
と
な
っ
て
い
る
。

　
（
25
）�　

貴
２
１
５
７
吉
田
神
道
関
係
近
世
文
書
５
５
３

　
（
26
）�　

金
二
分
の
表
記
は
す
べ
て
「
歩
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
（
27
）�　

貴
２
１
５
７
吉
田
神
道
関
係
近
世
文
書
５
５
４
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（
28
）�　

請
状
で
は
「
和
田
屋
」
を
冠
し
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
「
百
姓
庄
次
」
と
し
て
い
る
。

　
（
29
）�　

こ
の
請
状
に
は
他
の
部
分
に
貼
紙
も
し
く
は
貼
紙
痕
な
ど
は
な
く
、
訂
正
の
貼
紙
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
し
か
け
五
年
で
は
あ
る
が
、
初
年
が�

三
ヶ
月
し
か
な
い
た
め
満
年
と
し
て
か
か
れ
た
も
の
か
。

　
（
30
）�　

貴
２
１
５
７
吉
田
神
道
関
係
近
世
文
書
５
５
２

　
（
31
）�　

貴
２
１
５
７
吉
田
神
道
関
係
近
世
文
書
６
２
０

　
（
32
）�　

包
紙
に
書
か
れ
る
名
前
と
の
対
照
か
ら
男
女
別
の
書
き
分
け
に
間
違
い
な
い
。

　
（
33
）�　

預
証
文
の
文
面
で
は
こ
の
銀
子
の
名
称
は
記
載
が
な
い
。
後
掲
の
史
料
6
で
は
「
給
銀
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
（
34
）�　

こ
の
文
言
の
記
載
が
あ
る
の
は
、
里
預
証
文
十
三
通
の
う
ち
約
半
数
の
六
通
で
あ
る
。

　
（
35
）�　

貴
２
１
５
７
吉
田
神
道
関
係
近
世
文
書
５
６
３

　
（
36
）�　

現
京
都
市
北
区
上
賀
茂
深
泥
池
町

　
（
37
）�　

現
京
都
市
山
科
区
東
野

　
（
38
）�　

現
京
都
市
左
京
区
修
学
院
。
当
初
は
山
城
国
愛
宕
郡
修
学
院
村
で
、
修
学
寺
村
は
幕
末
期
の
呼
称
と
さ
れ
る
。

　
（
39
）�　

預
証
文
に
は
「
山
中
村
」
と
の
み
あ
り
、
詳
細
は
不
明
。

　
（
40
）�　

上
笙
一
郎
編
、
日
本
〈
子
ど
も
の
歴
史
〉
叢
書
２
８
『
岡
山
孤
児
院
・
濃
飛
育
児
院
・
洛
北
名
物
里
子
の
話
』
解
説
者
田
代
国
次
郎
（
平
成�

十
年
、
久
山
社
発
行
）

　
（
41
）�　

坂
井
摂
子
「
近
代
日
本
の
里
親
習
慣
」『
現
代
社
会
文
化
研
究
』
四
四
号
（
平
成
二
十
一
年
、
新
潟
大
学
大
学
院
社
会
文
化
研
究
科
）

　
（
42
）�　

22
詮
丸
・
23
泰
姫
・
24
章
姫
は
、
良
義
が
侍
従
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
ち
の
誕
生
で
あ
る
た
め
良
義
の
子
女
と
し
た
。

　
（
43
）�　

婚
外
で
の
妊
娠
・
出
産
は
当
然
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
る
が
、
当
該
期
の
乳
人
奉
公
人
す
べ
て
が
そ
う
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

　
（
44
）�　

貴
２
１
５
７
吉
田
神
道
関
係
近
世
文
書
５
７
２

　
（
45
）�　

現
京
都
市
下
京
区
一
貫
町
通
丹
波
口
下
ル
町

　
（
46
）�　

吉
田
家
伝
来
史
料
・
鈴
鹿
家
伝
来
資
料
と
も
各
地
に
散
在
す
る
状
況
で
あ
る
。
た
と
え
ば
天
理
大
学
図
書
館
所
蔵
吉
田
文
庫
、
明
治
大
学
博
物

館
所
蔵
鈴
鹿
家
文
書
な
ど
。

　
（
47
）�　

貴
２
１
５
７
吉
田
神
道
関
係
近
世
文
書
１
３
１
７
。
な
お
同
じ
く
祝
箸
が
残
さ
れ
て
い
る
「
董
丸
」
は
乳
人
奉
公
人
請
状
・
里
預
証
文
の
ど
ち

ら
に
も
名
前
は
な
か
っ
た
。
当
該
期
以
外
も
し
く
は
不
明
の
出
生
子
か
は
不
詳
。


